
様式第４号（第４条関係）

R4-4-14

　摘　要

　※　契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の

　　　理由の欄に記載すること。

　※　随意契約を含む。

変更契約の理由
 労務単価及び物価上昇に伴い、杉戸町建設工事
標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づ
く、請負代金額の増額を行うもの。

随意契約の理由

契約金額の合計額 消費税及び地方消費税の額の合計額

64,154,934 円 5,832,266 円

変更契約金額 消費税及び地方消費税の額

1,234,934 円 112,266 円

契約金額 消費税及び地方消費税の額

62,920,000 円 5,720,000 円

工事完成の時期 令和６年３月１５日

契約の相手方の商号又は名称 契約の相手方の住所

株式会社内田電気商会 埼玉県久喜市本町二丁目３番８号

建設工事等の種別 電気工事業

建設工事等の概要 校舎等改修工事（電気設備）

工事着手の時期 令和５年３月１６日

建設工事等の場所 杉戸町大字堤根４７５９番地　地内

契約情報の公表

発注課名 建築課

建設工事等の名称 杉戸町立広島中学校校舎等改修（第Ⅰ期）工事（電気設備）


